
12/３㈭～９㈬「障がい者週間」、12/９㈬は「障がい者の日」

ご存知ですか？障がい者のシンボルマーク
障がい者のための国際シ
ンボルマーク
障がいのある人々が利用
できる建築物や公共輸送
機関であることを示す世
界共通の国際シンボルマ
ークです。
色：青地に白ぬき

視覚障がい者のための国
際シンボルマーク
世界盲人連合(WBU)が
定めた世界共通の国際シ
ンボルマークです。
色：青地に白ぬき

聴覚障がい者を表示する
国際シンボルマーク
世界ろう連盟(WFD)が
定めた世界共通の国際シ
ンボルマークです。
色：青地に白ぬき

聴覚障がい者のシンボル
マーク（国内：耳マーク）
聴覚障がいを示す耳が図
案化されたマークです。
色：緑色

12/３㈭～９㈬「障がい者週間」、12/９㈬は「障がい者の日」

ご存知ですか？障がい者のシンボルマーク
「ハート・プラス」マーク
心臓疾患などの内部障がい
があることを示すシンボル
マークです。色：青地に白色、
ハートとプラスが赤色

オストメイトマーク
オストメイト（人工肛門・
人工膀胱を保有する方）を
示すシンボルマークです。
色：黒地に白ぬき

身体障害者補助犬（ほじょ
けん）啓発マーク
補助犬を啓発するために、
補助犬を受け入れる店の入
り口などに表示するマーク
です。色：青色

身体障害者標識（四つ葉の
クローバーマーク）
肢体不自由者が運転する自
動車に表示するマークです。
（道路交通法に規定）
色：青地に白ぬき

聴覚障害者標識（蝶のマー
ク）
聴覚障がい者が運転する自
動車に表示するマークです。
（道路交通法に規定）
色：緑地に黄色

埼玉弁護士会による
障がい者無料法律相談
１１０番
　障がい者週間に合わせ、障がい
のある方々の法律相談をお受けし
ます。（家族、関係者も可）
と　き　12月９日㈬
　　　　午前10時～午後３時
☎０４８－８６４－８７０２　
FAX０４８－８６４－８７１５
問埼玉弁護士会法律相談センター
☎０４８－７１０－５６６６
FAX０４８－８３７－２８９８

第15回全国障がい者
スポーツ大会卓球に出場

　関根大介さん（山田）が、和歌山
市で開催された大会に埼玉県の選
手として初出場しました。

子育て世帯臨時特例給付金
申請はお済みですか？

　子育て世帯臨時特例給付金の申請受付は
12月１日㈫までです。給付対象となると思
われる方でまだ申請書を提出されていない
方は、期限内に申請をお願いします。
　詳しくは、こども課までお問い合わせく
ださい。
申請受付場所・問い合わせ
こども課☎２５－５２０６
吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
　吉田☎７２－６０８２　
　大滝☎５５－０８６５
　荒川☎５４－２３９５
※ こども課では、期間中の夜間窓口および
最終日曜窓口でも受け付けます。

臨時福祉給付金の申請期限迫る！
　今年の９月から申請を受け付けている臨時福祉給付金
の申請期限が迫っています。申請書は、支給対象の可能
性がある方（平成27年度市民税（均等割）が非課税の方）
に対して、すでに郵送しています。給付対象となると思
われる方は、申請をお忘れないようお願いします。
　申請期限を過ぎた場合には受け付けできませんので、
ご注意ください。
※ 郵送の場合には、12月1日㈫の消印までが有効となります。
申請期限　12月１日㈫（土・日・祝日を除く）
申請受付場所・問い合わせ
臨時福祉給付金担当（歴史文化伝承館１階・⑪番窓口）
☎２６－５０６２
吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
　吉田☎７２－６０８２　大滝☎５５－０８６５
　荒川☎５４－２１１６

7
「秩父市安心安全メール」にて、防災・防犯情報、防災無線放送の内容、火災情報を配信中！
右のＱＲコードを読み取るか、t-chichibu@sg-m.jpに本文が空白のままメールを送ってください。


